
 

相模原市土砂等の埋立て等の規制に関する条例の一部を改正する条例をここに公

布する。 

 

令和６年１２月２０日 

 

相模原市長 本 村 賢 太 郎  

 

相模原市条例第５７号 

 

相模原市土砂等の埋立て等の規制に関する条例の一部を改正する条例 

相模原市土砂等の埋立て等の規制に関する条例(平成２２年相模原市条例第３８

号)の一部を次のように改正する。 

題名を次のように改める。 

   相模原市土砂等の埋立て等による土壌の汚染の防止に関する条例 

 目次中「第７条」を「第６条」に、                     

「第２章 土砂等の埋立て等の許可等(第８条―第３０条) 

第３章 保証金の預託(第３１条―第３４条) 

第４章 雑則(第３５条―第４２条) 

第５章 罰則(第４３条―第４７条)         」 

「第２章 特定埋立て等に係る届出等(第７条―第１４条) 

 第３章 雑則(第１５条―第２０条)          に改める。 

第４章 罰則(第２１条―第２３条)         」 

第１条中「及び災害の発生」を削る。 

第２条中第３号から第５号までを削り、第６号を第３号とし、第７号から第９号

までを３号ずつ繰り上げ、第１０号を削る。 

第３条並びに第４条第１項及び第３項中「及び災害の発生」を削る。 

第５条の見出し中「土地所有者」を「土地の所有者等」に改め、同条中「土地の

所有者」を「土地の所有者等」に改め、「及び災害の発生」を削る。 

第６条中「切土」の次に「及び次に掲げる土砂等の埋立て等」を加え、「第８条

第２項第２号、第８条の２及び第３１条第１項において同じ。」を削り、同条に次

の各号を加える。 

を 



 

（１）土壌汚染対策法(平成１４年法律第５３号)第６条第４項又は第１１条第２項

の規定による指定の解除のために行う土砂等の埋立て等 

（２）土壌汚染対策法第１８条第１項第２号又は第３号に規定する土地の形質の変

更として行う土砂等の埋立て等 

（３）土壌汚染対策法第２２条第１項に規定する汚染土壌処理施設において行う土

砂等の埋立て等 

（４）安全基準に適合しない土砂等の除去、拡散の防止その他の措置又は安全基準

に適合しない土砂等の処理若しくは保管を適正に行うために必要な土砂等の埋

立て等であって規則で定めるもの 

 第７条を削る。 

 「第２章 土砂等の埋立て等の許可等」を「第２章 特定埋立て等に係る届出等」に

改める。 

 第８条を削る。 

 第８条の２中「前条第２項第４号に該当する土砂等の埋立て等であって、」を削

り、「もの(」を「土砂等の埋立て等(切土及び次に掲げる土砂等の埋立て等を除

く。」に、「あらかじめ」を「当該特定埋立て等に係る工事に着手する日の３０日

前(法令又は神奈川県の条例の規定による許可、認可等を受け、又は届出をして行

う土砂等の埋立て等のうち規則で定めるものの事業区域の全部又は一部をその事業

区域に含む特定埋立て等にあっては、当該許可、認可等に係る申請又は当該届出の

日)までに、当該」に改め、同条ただし書を削り、同条に次の各号を加え、第２章

中同条を第７条とする。 

（１）前条各号に掲げる土砂等の埋立て等 

（２）同一事業区域内において行われる土砂等の埋立て等 

（３）採石法(昭和２５年法律第２９１号)又は砂利採取法(昭和４３年法律第７４

号)に基づく認可を受けた採取計画に定める岩石又は砂利の採取場から採取さ

れた岩石又は砂利のみを用いて行う土砂等の埋立て等 

（４）国、地方公共団体その他規則で定める者が行う土砂等の埋立て等 

（５）災害復旧のため必要な応急措置として行う土砂等の埋立て等 

（６）前各号に掲げるもののほか、規則で定める土砂等の埋立て等 

 第９条から第１７条までを削る。 

 第１８条中「この条例に基づく許可(第８条第１項、第２２条第１項又は第２３



 

条第１項の許可をいう。以下同じ。)を受けた事業主(以下「許可事業主」とい

う。)及び第８条の２」を「前条」に改め、「届け出た事業主」の次に「(以下「特

定事業主」という。)」を加え、「許可又は」を削り、同条第２号中「受けた」の次

に「採取計画に定める」を加え、同条を第８条とする。 

 第１９条を削る。 

 第２０条中「この条例に基づく許可(切土に係る許可を除く。以下この条におい

て同じ。)を受けた事業主及び第８条の２の規定により届け出た事業主」を「特定

事業主」に改め、「定期的に」の次に「特定埋立て等の」を加え、「及び事業区域」

を「及び当該事業区域」に、「その」を「それらの」に改め、同条ただし書を削り、

同条を第９条とし、同条の次に次の１条を加える。 

(土砂等が安全基準に適合しないことを確認したときにおける措置等) 

第１０条 特定事業主は、前条に規定する土壌検査の結果、同条に規定する事業区

域の土砂等が安全基準に適合しないことを確認したときは、規則で定めるところ

により、特定埋立て等を廃止し、又は完了した後においても当該事業区域以外の

地域への排水の水質検査を行う等必要な措置を講ずるとともに、その結果を市長

に報告しなければならない。ただし、当該事業区域が土壌汚染対策法第６条第１

項の規定により要措置区域に指定されたときは、この限りでない。 

 第２１条を削る。 

第２２条の見出し中「許可又は」を削り、同条中第１項及び第２項を削り、同条

第３項中「許可事業主は、第１３条第１項第１号、第４号(搬入土量又は盛土若し

くは切土の高さを減少する場合に限る。)、第５号又は第８号から第１２号までに

掲げる事項」を「特定事業主は、第７条の規定による届出の内容」に改め、同条第

４項から第６項までを削り、同条第３項を同条とし、同条を第１１条とする。 

第２３条から第２７条までを削る。 

第２８条の見出し中「届出等」を「届出」に改め、同条第１項中「許可事業主は、

当該許可事業主が受けた許可に係る土砂等の埋立て等」を「特定事業主は、第７条

の規定による届出に係る特定埋立て等」に改め、「起算して」を削り、「届け出ると

ともに、速やかに第１２条の同意をした土地の所有者等に通知しなければ」を「届

け出なければ」に改め、同条第２項を削り、同条を第１２条とする。 

第２９条の見出し中「届出等」を「届出」に改め、同条第１項中「許可事業主は、

当該許可事業主が受けた許可に係る土砂等の埋立て等」を「特定事業主は、第７条



 

の規定による届出に係る特定埋立て等」に改め、「起算して」を削り、「届け出ると

ともに、速やかに第１２条の同意をした土地の所有者等に通知しなければ」を「届

け出なければ」に改め、同条第２項及び第３項を削り、同条を第１３条とし、同条

の次に次の１条を加える。 

(区域内土地所有者等への通知) 

第１４条 特定事業主は、第７条、第８条若しくは前３条の規定による届出又は第

９条若しくは第１０条の規定による報告をしたときは、その旨を速やかに当該届

出又は報告に係る特定埋立て等の事業区域の土地の所有者等(以下「区域内土地

所有者等」という。)に通知しなければならない。 

第３０条を削る。 

第３章を削る。 

第３５条を削る。 

第３６条中「許可事業主若しくは事業施工者又は第１２条の同意をした土地の所

有者(以下「同意をした土地所有者」という。)」を「特定事業主又は特定埋立て等

に係る事業施工者」に、「土砂等の埋立て等」を「特定埋立て等」に改め、第４章

中同条を第１５条とする。 

第３７条第１項中「当該区域」を「当該事業区域」に改め、同条を第１６条と

し、同条の次に次の２条を加える。 

 (指導等) 

第１７条 市長は、特定事業主又は特定埋立て等に係る事業施工者に対し、土壌の

汚染の防止並びに良好な自然環境及び生活環境の保全を図るために必要な指導及

び助言をすることができる。 

２ 市長は、特定事業主が行った特定埋立て等により土壌の汚染が発生し、又はそ

のおそれがあると認めるときは、区域内土地所有者等に対し、当該土地を適正に

管理するために必要な指導及び助言をすることができる。 

 (勧告) 

第１８条 市長は、特定事業主が第９条に規定する土壌検査若しくは水質検査を行

っていない又は第１０条に規定する措置を講じていないと認めるときは、当該特

定事業主に対し、特定埋立て等の全部若しくは一部を停止し、又は期限を定めて、

当該土壌検査若しくは水質検査を行い、若しくは当該措置を講ずるよう勧告する

ことができる。 



 

 第３８条から第４０条までを削る。 

 第４１条第１項中「必要があると認めるときは、次の各号のいずれかに該当する

者の」を「前条の勧告(第１０条に規定する措置に係るものに限る。)を受けた特定

事業主が正当な理由がなく当該勧告に従わないときは、その」に改め、同項各号を

削り、同条第２項中「公表される者」を「公表をされる特定事業主」に改め、同条

を第１９条とする。 

 第４章中第４２条を第２０条とする。 

 第４章を第３章とする。 

第４３条の前の見出し、同条及び第４４条を削る。 

第４５条の前に見出しとして「(罰則)」を付し、同条第１号中「第８条の２」を

「第７条」に改め、同条第２号中「第１９条、第２０条、第２７条又は第３６条」

を「第９条又は第１５条」に改め、同条第３号を削り、同条第４号中「第３７条第

１項」を「第１６条第１項」に改め、同号を同条第３号とし、同条を第２１条とす

る。 

第４６条中「第１８条、第２２条第３項、第２４条第２項、第２６条第３項、第

２８条第１項又は第２９条第１項」を「第８条又は第１１条から第１３条まで」に

改め、同条を第２２条とする。 

第４７条中「第４３条から前条まで」を「前２条」に改め、同条を第２３条とす

る。 

第５章を第４章とする。 

附則第１項ただし書中「附則第５項」を「附則第６項」に改める。 

附則第２項中「事業については」の次に「、神奈川県土砂の適正処理に関する条

例の一部を改正する条例(令和６年神奈川県条例第７９号)による改正前の」を加え、

「県条例」」を「旧県条例」」に改める。 

附則第４項中「県条例」を「旧県条例」に改める。 

附則中第５項を第６項とし、第４項の次に次の１項を加える。 

(令和７年度における特定埋立て等に係る届出の特例) 

５ 令和７年４月１日から同月３０日までの間に行おうとする特定埋立て等に係る

第７条の規定の適用については、「当該特定埋立て等に係る工事に着手する日の

３０日前」とあるのは、「令和７年４月１日」とする。 

附 則 



 

(施行期日) 

１ この条例は、令和７年４月１日から施行する。ただし、附則第５項の規定は、

同年２月１日から施行する。 

(経過措置) 

２ この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に改正前の相模原市土砂等の

埋立て等の規制に関する条例(以下「旧条例」という。)第８条第１項の規定によ

る許可を受けた土砂等の埋立て等(旧条例第２条第１号に規定する土砂等の埋立

て等をいう。以下同じ。)(施行日前にその工事に着手した土砂等の埋立て等に限

る。)に係る旧条例第２章(旧条例第８条、第８条の２、第１１条、第１３条第２

項、第１４条第１項及び第２２条第１項(旧条例第１３条第１項第３号(災害その

他事業主(旧条例第２条第６号に規定する事業主をいう。附則第６項において同

じ。)又は事業施工者(同条第７号に規定する事業施工者をいう。同項において同

じ。)の責によらない理由がある場合に限る。)又は第４号(同条第５号に規定す

る搬入土量又は盛土若しくは切土の高さを増加する場合に限る。)に掲げる事項

を変更する場合に限る。)を除く。)、第３章(旧条例第３１条第２項ただし書及

び第４項を除く。)及び第４章の規定の適用については、なお従前の例による。 

３ 施行日前に旧条例第８条第１項の規定による許可を受けた土砂等の埋立て等

(施行日前にその工事に着手した土砂等の埋立て等を除く。)に係る許可は、施行

日においてその効力を失う。この場合において、市長は、旧条例第３１条第３項

の規定により締結した質権設定契約を解除するものとする。 

４ 改正後の相模原市土砂等の埋立て等による土壌の汚染の防止に関する条例(以

下「新条例」という。)の規定は、施行日以後に新条例第７条の規定による届出

をする同条に規定する特定埋立て等について適用し、施行日前に旧条例第８条の

２の規定による届出をした同条に規定する特定埋立て等については、なお従前の

例による。 

５ 新条例第７条に規定する特定埋立て等を行おうとする事業主(新条例第２条第

３号に規定する事業主をいう。以下この項において同じ。)は、施行日前におい

ても、新条例第７条の規定の例により、市長に届け出ることができる。この場合

において、その届出をした事業主は、施行日において同条の規定により届け出た

ものとみなす。 

６ 施行日前に旧条例第８条第１項の規定に違反して土砂等の埋立て等を行った事



 

業主又は事業施工者に対する旧条例第３８条の規定の適用については、なお従前

の例による。 

７ 施行日前に旧条例第８条第１項又は第２３条第１項の規定に違反して土砂等の

埋立て等を行った者に対する旧条例第４１条の規定の適用については、なお従前

の例による。 

８ 施行日前にした行為並びに附則第２項、附則第４項及び附則第６項の規定によ

りなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する

罰則の適用については、なお従前の例による。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


